
 
 

 
 
 
 
 
 

あいち国際プラザでは、2 階の図書コーナーでカウンターでの対応や資料の整

理などを手伝ってくださるボランティアの方を募集しています。本がお好きな方

はもとより、図書館の仕事が未経験の方、外国人の方も大歓迎です！ 

ご応募お待ちしております！ 
 

あいち国際プラザ図書コーナーボランティア活動要綱 

募集人数 若干名 

募集期間 令和 8 年 2 月 13 日（金）まで 

活動期間 令和 8 年 4 月から令和 9 年 3 月まで（１年ごとに継続希望をお伺いします） 

活動場所 
あいち国際プラザ図書コーナー 

（名古屋市中区三の丸二丁目 6-1 愛知県三の丸庁舎内（公財）愛知県国際交流協会 2 階） 

活動日時 

月～土曜日 

午前担当：１０：００～１３：００（3 時間） 

午後担当：１２：００～１５：００（3 時間） 

※活動頻度は、概ね 1～3 ヵ月に 1～2 回程度です。 

※当協会でスケジュールを組み、活動日時をお知らせします。ボランティアの希望日や人

数等により、実際に活動していただく頻度は異なりますので、御承知おきください。 

活動内容 

① 図書コーナー窓口でのサービス業務（図書の貸出・返却処理、利用者への案内等） 

② 海外の新聞・雑誌の配架  

③ 国際交流・協力関係資料等整理・配架 等    

応募要件 

・愛知県内に居住もしくは通勤、通学している 18 歳以上の方で、当協会サポートボラ

ンティア制度実施要領の各規定に従い活動できること。（裏面参照） 

・所定の日時に開催される説明兼面談に参加できること。 

応募方法 

QR コードまたは申込フォーム URL よりお申込みください。 

申込フォーム URL：https://forms.gle/z9i1dzYd111TVWr99 

フォーム入力事項：①氏名 ②住所 ③電話番号 ④E メール ⑤志望動機 ⑥ボランティア経験 

                  ⑦活動可能日時 ⑧活動希望頻度 ⑨説明兼面談希望日時 ⑩連絡事項 

説明兼 

面談日 

令和 8 年 3 月 2 日（月）、3 日（火）、5 日（木）、6 日（金）※15 分程度 

※希望日時を申込フォームにご記入いただき、調整後、面談日をお知らせいたします。 

※面談後、ボランティアとしてお願いするかどうかを決定します。 

その他 

・活動に対する謝礼はお支払いしませんが、交通費は実費を当協会が負担します。 
※敬老パスや定期券をお持ちの方で、協会までの交通費実費が発生しない場合は、交通費支給の対象外となります。 

※定期券の区間外で交通費が発生する場合は、区間外の交通費のみお支払いします。 

・応募状況等によりご希望どおり活動いただけない場合がありますので、あらかじめ

ご了承ください。 

問合せ先  （公財）愛知県国際交流協会 総務企画課 企画情報担当 

電話：052-961-7903／E メール：joho@aia.pref.aichi.jp 



公益財団法人愛知県国際交流協会 

サポートボランティア制度実施要領 

 

（趣 旨） 

第１条  この要領は、公益財団法人愛知県国際交流協会ボランティア登録制度設置要綱第２条第１

項（３）に定めるサポートボランティアに関し、必要な事項を定める。 

 

（申込資格） 

第２条 サポートボランティアへの登録を希望する者は、次の要件をすべて満たした者とする。 

(1) サポートボランティア制度の趣旨を理解し、愛知県の国際交流の推進に熱意を有しているこ

と。 

(2) 愛知県内に居住もしくは通勤、通学していること。 

(3) １８歳以上であること。 

(4) サポートボランティアとしてふさわしい常識と品性を備えていること。 

(5) 依頼に応じられる時間的余裕があること。 

 

（ボランティアの種類） 

第３条 サポートボランティアの種類は、次のとおりとする。 

(1) あいち国際プラザ図書コーナーボランティア 

(2) あいち国際プラザにほん語教室ボランティア 

 

（活動の対象） 

第４条 サポートボランティアの活動の対象は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであって、

公益財団法人愛知県国際交流協会（以下「協会」という。）がボランティア登録制度の趣旨に合致

すると承認したものとする。 

(1) 協会が実施するもの。 

(2) 国及び地方公共団体とそれらの関係機関が実施するもの。 

(3) 愛知県内の学校等が実施するもの。 

(4) その他協会が適当と認めるもの。 

 

（その他） 

第５条 この実施要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この実施要領は令和７年４月１日から施行する。 

 

 


